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平成２５年度 社会福祉法人調布市社会福祉協議会 事業計画

第１部 調布市社会福祉協議会の運営

Ⅰ 事業方針

第１ 現状と課題

２４年は年末に、経済対策、雇用、消費増税、社会保障、或いは原発政策など、

我が国が直面する喫緊の課題が改めて浮き彫りになる中で、衆議院選挙が行われ

新しく発足した政府は、デフレ脱却と持続的な経済成長の実現に着手しました。

しかし一方では、長引く経済不況と雇用情勢の悪化が進行している今日、生活

格差の拡大や新たな貧困問題が生じるとともに、児童・高齢者・障がい者のいじ

めや虐待、孤独死・孤立死、自殺などといった痛ましい事件も増加傾向にあり、

地域では様々な福祉課題、生活課題が顕在化しています。

このような中、公的な福祉サービスでは対応できない地域の諸問題に対応する

ために、「見守り」や「支えあい」などの住民活動の活性化を図るとともに、課

題やニーズを発見し、受け止め、地域の資源（情報・人・場所など）をつないで

いくネットワークの中心になる人材として「地域福祉コーディネーター」が注目

され始めており、地域福祉を推進する社協の役割の中で機能させることへの期待

が高まっています。

また、障害者自立支援法が改正され、平成２５年４月より「障害者の日常生活

及び社会生活を総合的に支援するための法律（障害者総合支援法）」となり、「地

域社会における共生社会の実現」を新たに掲げ、総合的かつ計画的に実施するこ

ととしており、調布社協としてもその役割を担っていくことが、これまで以上に

重要になってきています。

また、東日本大震災から２年を迎え、被災地の復興、被災者の生活再建、原子

力発電のあり方など、災害支援に関してもまだまだ多くの課題も残っているとと

もに、災害に対する備えや被災地への継続した支援が求められています。

第２ 基本方針

調布社協は、地域の住民、福祉関係者、行政、ＮＰＯなど、多くの関係者と協

働し、地域の福祉力が高まるよう地域福祉を推進していくため、第４次調布市地

域福祉活動計画を中心として、調布のそれぞれの地域の特性を考慮しながら、

様々な福祉サービスでは補いきれない課題を、地域の人々が互いに助けあい自ら

解決できるよう地域福祉コーディネーターを配置して、身近な地域の福祉活動を

進めていきます。

また、日々変わりゆく法制度の改正や社会の変化を踏まえ、障がい者・高齢者

がその人らしく安心して生活できるよう、より一層福祉サービス事業を進め、調

布社協の理念である“いつまでも住みつづけたいと思うまちづくりをめざして”
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に基づき、事業展開していきます。

第３ 重点項目

１ 地域福祉コーディネーターの配置

第４次調布市地域福祉活動計画において重点施策としている地域福祉コー

ディネーターを深大寺地域（北部・第５地域）と、染地地域（中南部・第７地

域）に配置します。

深大寺地域では、本年９月に開設を予定している「（仮称）希望の家深大寺」

と連携を図り、染地地域では、既にある住民組織と協働しながら、それぞれ住

民ニーズの発掘とその解決に向けた住民との連携づくりに取り組んでいきま

す。

２ 交流活動の機会拡大と多様な活動の促進

世代間の交流と地域のつながりをつくるために実施している小地域交流事

業を、年に一度の「お祭り」にとどまることなく、さまざまな工夫を生かして、

参加しやすい活動に広げていきます。

また、地域で誰もが集い交流できる「ひだまりサロンづくり」への支援を引

き続き強化するとともに、サロンの数も増加していきます。

また、「おはようふれあい訪問」をはじめとする見守り事業を拡充し、民生

児童委員や包括支援センターと協力しながら、地域からの孤立を防ぐ役割を果

たしていきます。

３ 障がい者支援の拡充

調布社協指定相談支援事業所「ドルチェ」の利用者拡大を図り、障がいのあ

る方の安定した地域生活支援（障がい者版ケアマネージメント）を行い、ニー

ズに応えるとともに、昨年の秋に開設した障害者相談支援事業所「ドルチェ」

の作業体験デイサービス「若草」の広報活動を強化し、障がい者の働く場とし

ての施設として拡充していきます。

４ 知的障害者福祉サービス事業所の充実

調布市希望の家（富士見町）は、開設から３０年が経ち、老朽化により建物

の大規模改修工事が本年９月から開始されることから、利用者にとって使いや

すい施設となるよう、工事の進行について調布市と協力して進めていきます。

また、本年９月に開設予定の「（仮称）希望の家深大寺」は、調布市民のセ

ーフティーネットとしての役割が担える施設となるよう準備を進めるととも

に、開設後の活動プログラムなどを充実させていきます。

５ 調布市こころの健康支援センター事業の充実

調布市こころの健康支援センターでは、発達障がいに関する相談の増加に対
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応するため、調布市から発達障害者支援体制整備事業を新たに受託し、専門相

談の実施とあわせて社会参加のための訓練など、成人の発達障がい者を支援す

る事業を実施します。

また、特定相談支援事業所の指定を受け、主に精神障がい者、発達障がい者

のサービス利用計画を開始します。

また、利用の増加するデイ事業について、短期デイ事業とゆるやかデイ事業

を統合してより使いやすいように再編します。

さらに、同センター事業開始から７年目となり、相談事業の通算利用者実数

は千人を超えており、学識経験者、嘱託医など専門家によるプロジェクトチー

ムにより、客観的な分析、課題の抽出により今後の方向性を検討し、報告書を

作成します。

６ 市民活動支援センター運営の継続

市民活動支援センターの第３期（平成２５年度から５年間）運営団体として、

選考委員会の審査を経た結果、受託運営を継続することが決まりました。

市民・団体がつどい、つながるこのセンターで「市民が主役のまちづくり」

を実現するために、各種講座を体系的に実施するなど、引き続き市民活動団体

やＮＰＯ活動の支援に努めます。

７ ボランティア活動の推進と災害対策・支援

ボランティアの育成やボランティア活動の推進と充実を図ります。

また、東日本大震災による被災地では、住民の生活復興支援にシフトしてい

るボランティア活動を今年度も継続して行うとともに、産業や観光での市民交

流についても応援していきます。また、調布市に避難している方々の生活支援

を引き続き行います。

調布市でのいざという災害時に備えて、災害ボランティアセンター立ち上げ、

要援護者対応などができるよう調布社協の体制づくりを進めていきます。

８ 組織基盤の強化

調布社協が地域福祉推進に向け、さまざまな地域福祉活動事業を展開してい

くために、要となる人材育成に力を入れます。職層別研修や人材育成研修など

に積極的に参加し、幅広く活躍できる機動力と柔軟性をもつ人材を育成します。

また、地域住民に社協事業や存在意義を広く周知することにより、自主財源

となる会費を確保し、共同募金の増額、そして自主事業、収益事業での収入増

を目指すことにより、財政面の基盤を強化します。
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第３部 ボランティア・市民活動の推進事業

Ⅰ 事業方針

第１ 現状と課題

多様化する社会の諸問題や自然災害を目の当たりにし、その課題解決のために

ボランティアとして参加する市民や組織的な活動を行う市民活動団体が増えて

います。

市民活動支援センター開所以来８年間市民とともに中間支援組織として専門

性や拠点を生かし、ネットワークを培いながら地域課題の解決に挑戦してきまし

た。多くの市民にセンターの機能を活用していただきたいと考えています。

支えあう市民の力を高めるために、市民が主体的に活動に取り組めるよう環境

や条件を整え、その機会を増やすことが必要となっています。

市民がボランティアや市民活動の魅力を感じる機会をつくること、ボランティ

アや市民活動団体が人とつながりあいながら仲間を増やし、いきいきと活動でき

るための組織づくりを支援すること、行政や企業など多様な主体との連携づくり

を進めていくこと、市民主体のまちづくりを進めていくことなど、ボランティア

や市民活動を推進する中間支援組織にとってますます求められています。

第２ 基本方針

多岐にわたる分野のボランティア相談や担い手の育成、人材や資金などの仲介、

団体運営の問題解決、ボランティアの情報提供とコーディネート、交流と調査研

究・提言を行います。また、自発性を尊重し人材発掘と育成を行い、受け入れ団

体との交流ネットワークを築きます。

復興支援活動に関しては、現地受け入れＮＰＯと連絡を取り合いながら、現地

の住民とボランティアの双方に意味のあるものを検討し提供します。

市内７か所の地域の拠点（ボランティアコーナー等）でニーズにきめ細かく対

応し、染地と深大寺地区に配置される地域福祉コーディネーターと連携しながら

地域の課題解決に取り組んでいきます。

平成２４年４月、運営委員会が提言した「中長期運営方針」のもと中長期的な

活動計画を具体化し、市民活動支援センターの「自立した市民社会の創造」とい

うミッション実現に向け、「人づくり」や「横のつながり」を具現化していきま

す。

また、８年にわたる実績を振り返りながら今後の方向性を模索し、講座などを

体系的にステップアップできるよう工夫します。

年度の半期毎に事業の執行状況について振り返りを行い、次期の取り組みに反

映させていきます。
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第３ 重点項目

１ 人材発掘とコーディネーション機能の強化

市民が活動に参加するきっかけとなるボランティアガイダンスなどの入門

講座に力を入れるとともに、施設・団体などの受け入れ担当者向けの講座を行

うなど人材育成を図ります。センターとコーナーのネットワークを高め、スタ

ッフが市民活動に参加する市民を掘り起こし、活動の核になり活躍できる人材

を育成します。

２ 地域福祉コーディネーターとの連携

平成２５年度から２名配置される地域福祉コーディネーターは、地域の課題

を多様な人々がつながりあいながら地域力を高め、解決に導く役割があります。

そこで、身近な拠点で多くのボランティアと接点のあるコーナーのボランティ

アコーディネーターが地域福祉コーディネーターと相乗効果を生み出せるよ

う緊密に連携していきます。

３ 復興支援活動の継続

延べ４００人を超える派遣ボランティアが参加した岩手県での支援活動は、

今後被災地住民の生活復興に焦点を当てたものへとシフトしていくことにな

り、ますます人手が必要になっています。被災地へのボランティア派遣や避難

者の生活サポートなどの活動を、その時のニーズに合わせて人と人の顔の見え

る支援になるよう進めていきます。

４ ５か年活動計画の作成

中長期運営方針を実現するために、平成２５年度から２９年度までのビジョ

ンの具体化に向け計画をたてます。

５ 市民活動・ＮＰＯ支援の強化

現在まで行ってきたＮＰＯ入門講座や運営講座の成果を踏まえ、年６回開催

してきた講座の見直し、専門の講師陣の協力を得るなどフォローアップを充実

できるよう体系的に再構築することで組織運営への支援に力を入れていきます。

６ サポーター会員の拡大

市民活動を支援するえんがわファンドの原資にもなっているサポーター会

費の増額のため、会員の拡大を図ります。
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第３部 希望の家の運営

Ⅰ 事業方針

第１ 現状と課題

調布市希望の家では、利用者一人ひとりの個性や特性に配慮しながら、生活介

護事業所として、個別支援計画を作成し、高齢化、重度化の進んだ利用者の地域

生活も考慮した幅広い支援内容の構築を関係機関と連携しながら進めてまいり

ました。

また、活動プログラムとしては、生産活動を基本に健康維持に配慮しながら、

多彩な活動の支援を行ってきました。

平成２４年度には、「東京都福祉サービス第三者評価」を受審し、おおむね良

い評価をいただきましたが、指摘のあった改善事項には今後の取り組みが求めら

れています。

また、調布市における知的障がい者の通所施設の確保のニーズを受け、（仮称）

希望の家深大寺の建設工事もスタートするとともに、調布市希望の家（富士見町）

の大規模改修工事への準備も着々と進んでいます。

第２ 基本方針

平成２５年９月には（仮称）希望の家深大寺が開設され、調布市希望の家（富

士見町）が大規模改修工事への着手となることに伴い、利用者の方々は通いなれ

た施設を一時的に離れ、新しい施設を利用していただくこととなります。

そのような中でも、利用者一人ひとりが安心して施設利用をしながら、この大

きな転換期をスムーズに乗り越えていけるように丁寧な支援と情報提供を行っ

ていきます。

また、生活介護事業所として、利用者一人ひとりの年齢、体調、障がいなどの

特性に応じた個別支援計画を作成し、充実した日中活動の提供ができるよう努め

ていくとともに、本人や家族の求めに応じ、市内関係機関との連携の下、地域生

活への支援も進めていきます。

併せて、社協運営という極めて公共性の高い障がい者支援施設として、知的障

がいのある市民の方々のセーフティーネットの役割を担い、重度の知的障がい者

の支援の充実に努めます。
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第３ 重点項目

１ 調布市希望の家（富士見町）の大規模改修工事への取り組み

施設の開設から３０年目を迎え、平成２５年９月にはいよいよ本格的な大規

模改修工事が開始され、エレベーターの設置やトイレの改修、空調設備の更新

等利用しやすい機能を持ち、より安全に、安心して利用いただける施設となる

ように工事の進行について調布市と協力していきます。

また、富士見町近隣の方々にも説明会の開催等、情報提供に努め、ご理解、

ご協力を得られるようにしていきます。

２ 利用者の安全、安心を最優先に

改修工事が終了するまでの間、（仮称）希望の家深大寺への引っ越し等で利

用者の皆様にかける負担を最小限にし、希望の家分場も含め、すべての利用者

の皆さんが、安全にかつ安心して施設を利用いただき、様々な活動に参加して

いただけるように配慮をしていきます。また、２６年度からの３施設（調布市

希望の家本場、調布市希望の家分場、（仮称）希望の家深大寺）運営に向けて、

利用者の希望に沿った施設選択を支援します。

３ 「生活介護」事業所としてのさらなる運営の充実

「東京都福祉サービス第三者評価」により指摘のあった点を改善し、生活介護

事業所として、個別支援計画を基に、「働く」ことを基本にしながらも個々の

ニーズに応じた活動を提供し、「心地の良い」毎日を過ごしていただけるよう

に、一人ひとりの利用者に寄り添った、暖かな支援を目指していきます。

また、本人や家族の高齢化を考慮し、地域生活の安定を図るとともに、通所

の継続に繋がるように、個別の状況に合わせ、関係機関との連携を強化し、必

要な支援を行っていきます。

４ （仮称）希望の家深大寺の開設に向けた情報提供と開設準備

平成２５年９月に予定されています（仮称）希望の家深大寺の開設に向けて、

利用者、ご家族のみならず、地域の方々にもわかりやすい情報提供を心掛け、

地域の方々から暖かく迎え入れていただき、地域の一員となれるように施設開

設の準備を進めます。
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第４部 調布市こころの健康支援センターの運営

Ⅰ 事業方針

第１ 現状と課題

こころの不調により社会に適応できない方が増えている現状と、柔軟な支援体

制の整備や職員の専門性向上により、相談件数は激増しています。

相談事業で埋もれていたニーズをキャッチしアセスメントやサービス調整を

行う、訓練事業で仲間づくりや社会的スキルの向上を支援、就労支援事業で就職

活動や仕事の定着を応援、家族学習会で家族を支えるという支援の流れが確立し

ています。

デイ事業を利用する方は、不安に満ちた第一歩から少しずつ利用時間を延ばし、

仲間をつくり、その８割の方が３年以内に作業所や就労など新たな行先に世界を

広げています。デイ事業と福祉サービス事業所を併用しながら力をつけて、短期

間に企業就労に至る人も増えています。

発達障がいのある方の利用が増えたことに対応した専門的なとりくみの充実、

デイ事業のグループワーク利用が増加したことに対応する事業の再編、精神障が

い者と発達障がい者を対象とするサービス利用計画作成、６年間の実績を分析し

た報告書作成などが課題です。

第２ 基本方針

こころの病や障害のある方々が、家の中にひきこもる生活から、社会の中に居

場所を確保し、対人関係が広がるように、柔軟な参加方法やわかりやすいプログ

ラム、温かな受け入れ姿勢や小さな集団など安心できる環境を整備し、一人ひと

りに合わせた個別支援を提供します。



第４部 調布市こころの健康支援センターの運営

75

第３ 重点項目

１ 発達障害者支援事業（成人期）の開設

発達障がいに関する相談の増加に対応するため、調布市から発達障害者支援

体制整備推進事業（成人期）を受託して、専門的な支援を充実します。昼間の

通い場所や仲間との交流、特性に応じた訓練の機会、就労準備支援、家族学習

会、関係機関のネットワーク、講演会の開催などに取り組みます。

２ デイ事業の再編と充実

ひきこもりがちな生活から社会参加をすすめるには、柔軟な参加方法やわか

りやすいプログラム、温かな受け入れ姿勢や小さな集団など、安心できる環境

が必要です。短期デイ事業とゆるやかデイ事業を統合し、より使いやすいよう

に再編します。

３ 指定特定相談支援事業所の開設

特定相談支援事業所の指定を受け、主に精神障がいのある方や発達障がいの

ある方が抱える課題解決のため、適切な福祉サービスの利用に向けてサービス

等利用計画の作成を開始します。

４ 相談支援に関する活動報告書の作成と検討

調布市民のこころの健康に関する相談を受け６年が経過し、相談事業の通算

利用者実数は１，０００人を超えています。

実績をまとめて、客観的な分析、課題の抽出により、調布市こころの健康支

援センターの今後の方向性を検討します。学識経験者、嘱託医など専門家によ

るプロジェクトチームにより検討、作成します。


